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議案第１号 資料 

 

上尾市立小・中学校通学区域に関する規則の追加 

別表第２（第４条関係） 

調整区域の名

称 

当該調整区域の範囲 指定校 選択校 

A～N略 略 略 略 

O区域 向山一丁目１番地から４０番地

まで、向山三丁目１番地から３

８番地まで 

大谷小学校 

南 中学校 

今泉小学校 

Ｐ区域 中分一丁目、中分二丁目 

 

大石小学校 

大石中学校 

大石南小学校 

大石南中学校 
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議案第２号 資料 

上尾市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則新旧対照表  

上尾市立小・中学校管理規則（昭和 32年上尾市教育委員会規則第５号）  

改  正  案  現   行  

目次  目次  

第１章  総則（第１条）  第１章  総則（第１条）  

第２章  学年、学期及び休業日（第

２条・第３条）  

第２章  学年、学期及び休業日（第

２条・第３条）  

第３章  教育活動（第４条―第 10条） 第３章  教育活動（第４条―第 10条） 

第４章  教材の取扱い（第 11条―第

13条）  

第４章  教材の取扱い（第 11条―第

13条）  

第５章  組織編制（第 14条―第 19条

の２）  

第５章  組織編制（第 14条―第 19条

の３）  

第６章  職員（第 20条―第 25条の２） 第６章  職員（第 20条―第 25条の２） 

第７章  施設及び設備（第 26条―第

32条）  

第７章  施設及び設備（第 26条―第

32条）  

第８章  学校評価及びその結果の報

告（第 33条―第 35条）  

第８章  学校評価及びその結果の報

告（第 33条―第 35条）  

第９章  雑則（第 36条―第 39条）  第９章  雑則（第 36条―第 39条）  

附則  

 

第１条～第３条  略  

 

附則  

 

第１条～第３条  略  

（教育課程）  （教育課程）  

第４条  学校は、学習指導要領の基

準及び埼玉県小中学校教育課程編

成要領により、教育課程を定めな

ければならない。  

第４条  学校は、学習指導要領の基

準及び埼玉県小中学校教育課程編

成要領により、教育課程を定めな

ければならない。  

２  校長は、その年度に実施する教

育課程について、次に掲げる事項

を４月 30日までに教育委員会に届

け出るものとする。  

２  校長は、その年度に実施する教

育課程について、次に掲げる事項

を４月 30日までに教育委員会に届

け出るものとする。  

－３－ 



 

 

 

(１ ) 学校の教育目標及び重点目標  (１ ) 学校の教育目標及び重点目標  

(２ ) 年間授業日数、授業時数及び

日課表  

(２ ) 年間授業日数、授業時数及び

日課表  

(３ ) 各教科、特別の教科である道

徳、外国語活動、総合的な学習の

時間、特別活動についての指導の

方針及び年間指導計画  

(３ ) 各教科、道徳、外国語活動、

総合的な学習の時間、特別活動に

ついての指導の方針及び年間指導

計画  

３  学校は、第１項に規定する教育

課程の実施に当たっては、その配

当時間を確保し、有効適切な指導

を図って教育効果の増進に努めな

ければならない。  

 

２  略  

第５条～第１９条  略  

 

３  学校は、第１項に規定する教育

課程の実施に当たっては、その配

当時間を確保し、有効適切な指導

を図って教育効果の増進に努めな

ければならない。  

 

第４条の２～第１９条の１  略  

（学校運営協議会）  （学校運営協議会）  

第 19条の２  学校に地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第 47条

の６第１項の規定に基づく学校運

営協議会を置き、学校は同項第２

項 第 １ 号 に 規 定 す る 対 象 学 校 (次

項において「対象学校」という。)

とする。  

第 19条の２  地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第 47条の６第

１項の規定に基づき、次に掲げる

学校（以下この章において「対象

学校」という。）に学校運営協議

会を置く。  

 (１ ) 上尾市立上尾小学校  

 (２ ) 上尾市立東町小学校  

 (３ ) 上尾市立上尾中学校  

２  対象学校の校長は、教育課程の

編成のほか、次に掲げる事項につ

い て 毎 年 度 基 本 的 な 方 針 を 作 成

し、当該学校運営協議会の承認を

得なければならない。  

２  対象学校の校長は、教育課程の

編成のほか、次に掲げる事項につ

い て 毎 年 度 基 本 的 な 方 針 を 作 成

し、当該学校運営協議会の承認を

得なければならない。  

(１ ) 学校教育目標及び学校経営計 (１ ) 学校教育目標及び学校経営計

－４－ 



 

 

 

画に関すること。  画に関すること。  

(２ ) 組織編成に関すること。  (２ ) 組織編成に関すること。  

(３ ) その他教育委員会が必要と認

める事項  

(３ ) その他教育委員会が必要と認

める事項  

３  学校運営協議会の委員の任免の

手続及び任期、学校運営協議会の

議事の手続その他学校運営協議会

の運営に関し必要な事項は、別に

定める。  

３  学校運営協議会の委員の任免の

手続及び任期、学校運営協議会の

議事の手続その他学校運営協議会

の運営に関し必要な事項は、別に

定める。  

 （学校評議員）  

 第 19条 の ３  学 校 教 育 法 施 行 規 則

（昭和 22年文部省令第 11号）第 49

条第１項（同令第 79条において準

用する場合を含む。）の規定に基

づき、対象学校以外の学校に、学

校評議員を置く。  

 ２  学校評議員は、校長の求めに応

じて、学校の教育目標や計画、教

育活動の実施、学校と地域の連携

の進め方など、校長が行う学校運

営に関し、意見を述べ、助言を行

うものとする。  

 ３  学校評議員は、校長の推薦に基

づき教育委員会が委嘱する。  

 ４  学校評議員の任期は、１年とす

る。  

－５－ 



 

 

 

 

 

 

 

第２０条～第３５条  略  

 

（表簿）  

第 36条  学校は、学校教育法施行規

則（昭和 22年文部省令第 11号）第

28条第１項各号に掲げる表簿のほ

か、次の表の中欄に掲げる表簿を

備え、それぞれ同表の右欄に定め

る期間、これを保存しなければな

らない。  

 

第１項の表・２～４  略  

第３７～第３９条  略  

５  前各項に規定するもののほか、

学校評議員の運営に関し必要な事

項は、教育長が定める。  

 

第２０条～第３５条  略  

 

（表簿）  

第 36条  学校は、学校教育法施行規

則第 28条第１項各号に掲げる表簿

のほか、次の表の中欄に掲げる表

簿を備え、それぞれ同表の右欄に

定める期間、これを保存しなけれ

ばならない。  

 

 

第１項の表・２～４  略  

第３７～第３９条  略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－６－ 



 

 

 

議案第４号 資料 

上尾市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の一

部を改正する条例新旧対照表  

上尾市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例（平成

27年上尾市条例第 11号）  

改  正  案  現   行  

上尾市教育委員会教育長の勤務時間、休

日及び休暇並びに職務に専念する義

務の特例に関する条例 

（趣旨） 

第 1条  この条例は、地方教育行政の組織

及び運営に関する条例（昭和31年法律第

162号）第11条第5項の規定に基づき、上

尾市教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）の勤務時間、休日及び休暇並

びに職務に専念する義務の特例に     

ついて定めるものとする。 

（勤務時間等） 

第 2条  教育長の勤務時間、休日及び休暇

については、上尾市職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例（平成7年上尾市

条例第15号）の適用を受ける職員の例に

よる。 

2  前項の場合において、任命権者の権限

は、上尾市教育委員会（次条において「教

育委員会」という。）が行うものとする。 

 （職務に専念する義務の免除） 

第 3条              教育長は、次の

各号のいずれかに該当する場合において

は、あらかじめ   教育委員会の承認

を得て、その職務に専念する義務を免除

されることができる。 

上尾市教育委員会教育長の職務に専念

する義務の特例に関する条例 

 

（目的） 

第 1条  この条例は、地方教育行政の組織

及び運営に関する条例（昭和31年法律第

162号）第11条第5項の規定に基づき、上

尾市教育委員会教育長             

              の職務に専

念する義務の特例に関し規定することを

目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職務に専念する義務の免除） 

第 2条  上尾市教育委員会教育長は、次の

各号のいずれかに該当する場合において

は、あらかじめ上尾市教育委員会の承認

を得て、その職務に専念する義務を免除

されることができる。 

－７－ 



 

 

 

( 1 ) 研修を受ける場合 

( 2 ) 厚生に関する計画の実施に参加する場 

合 

( 3 ) 前２号に規定する場合を除くほか、  

      教育委員会が定める場合 

   附  則  

       以下略  

( 1 ) 研修を受ける場合 

( 2 ) 厚生に関する計画の実施に参加する場 

合 

( 3 ) 前２号に規定する場合を除くほか、上

尾市教育委員会が定める場合 

   附  則  

       以下略  
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議案第５号 資料 

上尾市文化財保護条例の一部を改正する条例新旧対照表  

上尾市文化財保護条例（平成 18年上尾市条例第８号）  

改  正  案  現   行  

  

 第１条～第 23条  略  第１条～第 23条  略  

  

第５章  上尾市文化財保護審議会  第５章  上尾市文化財保護審議会  

（設置）  （設置）  

第 24条  法第 190条第１項の規定に基

づき、教育委員会に上尾市文化財保

護審議会（以下「審議会」という。）

を置く。  

第 24条  法第 190条の規定に基づき、教

育委員会に上尾市文化財保護審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

（審議会への諮問）  （審議会への諮問）  

第 25条  教育委員会は、次に掲げる事

項については、あらかじめ審議会に

諮問しなければならない。  

第 25条  教育委員会は、次に掲げる事

項については、あらかじめ審議会に

諮問しなければならない。  

(１ ) 市指定文化財の指定及びその

指定の解除  

(１ ) 市指定文化財の指定及びその

指定の解除  

(２ ) 市指定無形文化財等の保持者

又は保持団体の認定及びその認定

の解除  

(２ ) 市指定無形文化財の保持者又

は保持団体の認定及びその認定の

解除  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、

文化財の保存及び活用に関し必要

と認める事項  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、

文化財の保存及び活用に関し必要

と認める事項  

２  前項の規定にかかわらず、第８条

第３項又は第６項の規定に該当する

ときは、審議会への諮問を要しない。 

２  前項の規定にかかわらず、第８条

第３項又は第６項の規定に該当する

ときは、審議会への諮問を要しない。 

  

第 26条  略  第 26条  略  

  

（委員）  （委員）  

－９－ 



 

 

 

第 27条  委員及び臨時委員は、法第１

９０条第１項に規定する者のうちか

ら、教育委員会が委嘱する。  

第 27条  委員及び臨時委員は、文化財

に関し専門的学識を有する者のうち

から、教育委員会が委嘱する。  

２  委員の任期は、２年とする。ただ

し、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。  

２  委員の任期は、２年とする。ただ

し、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。  

３  委員は、再任されることができる。 ３  委員は、再任されることができる。 

４  臨時委員の任期は、特別の事項に

関する調査審議を終了したときは、

退任するものとする。  

４  臨時委員の任期は、特別の事項に

関する調査審議を終了したときは、

退任するものとする。  

  

第 28条  略  第 28条  略  

  

（会議）  （会議）  

第 29条  審議会の会議は、委員長が招

集し、その議長となる。  

第 29条  審議会の会議は、委員長が招

集し、その議長となる。  

２  審議会の会議は、委員の半数以上

が出席しなければ、開くことができ

ない。  

３  審議会の議事は、出席委員の過半

数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。  

 

 

 

２  審議会の議事は、出席委員の過半

数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。  

  

第 30条  略  第 30条  略  

  

 

 

－１０－ 


